
 

 

人々、昨年同時期よりも運動量

が減った人々は、うつ病や自殺

念慮を有する割合が高かった

そうです。 

一方で、相談相手のいる

人々、過去 1 か月間に仕事以外

で知り合いと直接会った人々、

過去 1 か月間に LINE などの

音声を伴わないリアルタイム

での連絡を頻繁に行った人々、

規則正しい生活を送る人々は、

うつ病や自殺念慮を有する割

合が低かったということです。 

 

◆防衛策として 

コロナ禍であっても、知人と

の適度なコミュニケーション

をとる、困ったことが起きたら

1 人で溜め込まずに適切な相

手に相談をする、起床・就寝・

食事時間などの生活リズムを

一定にして過ごすことが、個人

でできるコロナ禍におけるメ

ンタルヘルス対策として有効

である可能性があります。 

また、日ごろの運動量を可能

な範囲で維持することも重要

とされ、コロナの猛威が喧伝さ

れたとしても、防衛策のひとつ

として、適度な運動は必要なよ

うです。 

通勤がないから楽でいいや、

とテレワークの恩恵に浸りす

ぎてしまい、心まで病まないよ

うに気を付けたいところです。

体温が上がると体の免疫力も

上がることが知られています。

日頃、運動習慣のない人は余計

に気を付けたいですね。 

テレワークではモチベーシ

ョン低下対策を 
 

◆テレワーク実施前後のモ

チベーション変化 

 昨今急速に普及したテレ

ワークですが、働く人々のモ

チベーションにはどのよう

な影響があるのでしょうか。

株式会社リクルートキャリ

アは、コロナ禍でテレワーク

をするようになった就業者

2,272 名に、仕事に関するア

ンケートを実施しました。現

在もテレワークを実施して

いる人に働くモチベーショ

ンについて聞いたところ、テ

レワーク実施前では「やや低

い」「非常に低い」の回答は

14.1％であるのに対して、テ

レワーク実施後の同指標は

22.5％（8.4pt 増）でした。

つまり、テレワークによって

モチベーションが低下した

人が増えているのです。 

◆モチベーションを左右す

る要素 

 社会組織心理学の第一人

者であるハックマンは、取り

組むべき仕事が次の５つの

要素をどの程度満たしてい

るかによって、人々のモチベ

ーションが左右されるとし

ています。 

 ① 求められるスキルの

多様性 

 ② 仕事の全体感の把握 

 ③ 仕事の重要性の実感 

 ④ 仕事の進め方の裁量 

 ⑤ 上司や同僚からのフィ

ードバック 

 この５つのうち、テレワー

クによって影響を受けたと感

じた人が多かったのが、②仕

事の全体感の把握（テレワー

ク実施前後で 20pt減）、③仕

事の重要性の実感（同 13.2pt

減）、⑤上司や同僚からのフ

ィードバック（同 15.6pt減）

でした。 

◆普段以上にコミュニケーシ

ョンを！ 

 テレワークによるモチベー

ション低下を防ぐには、上記

②③⑤に働きかけることが有

効だと考えられます。アンケ

ートのフリーコメントから

は、テレワークにより上司や

同僚とのコミュニケーション

が減少したことによって、こ

れらの度合いが低くなったと

感じている様子が読み取れま

す。つまり、テレワークでは、

普段以上に上司や部下、同僚

間のコミュニケーションを密

に行うこと、職場の全員がそ

れを心掛けることが必要で

す。テレワークを“導入して

終わり”にするのではなく、

コミュニケーションをとりや

すくするための施策（オンラ

インツールの活用、１on１の

実施等）を行うことが成功の

鍵といえるでしょう。 

 

る過半数労働組合または過

半数代表者）についてチェッ

クボックスが新設されてい

ます。 

＊過半数代表者の選任にあ

たっての留意事項 

 ・管理監督者でないこと 

 ・36協定を締結する者を選

出することを明らかに

したうえで、投票、挙手

等の方法で選出するこ

と 

 ・使用者の意向に基づいて

選出された者でないこ

と 

 

◆新旧様式の届出の適用 

 2021 年３月 31 日以前であ

れば、４月１日以降の期間を

定める協定であっても、原

則、旧様式を用いることにな

ります。しかし、新様式を使

用することも可能で、その場

合は、協定当事者の適格性に

かかるチェックボックスに

チェックする必要はありま

せんが、使用者の記名押印ま

たは署名が必要になります。 

 なお、新型コロナウイルス

の感染拡大の状況を踏まえ、

3月 31日以前であっても、使

用者や労働者の押印または

署名がなくても提出するこ

とができます。 

 また、４月１日の施行日以

降であっても、当分の間旧様

式を用いることもできます。 

 

再びの緊急事態宣言とコ

ロナ鬱防衛策 
 

◆再びの緊急事態宣言 

新型コロナの陽性者急増を

受け、１都３県について再び

緊急事態宣言が出されまし

た。これを受け、テレワーク等

の強化を促す政府の姿勢に合

わせる企業も多いかと思いま

す。 

ただ、こうした流れで気に

なるのが、コロナ鬱です。昨年

に緊急事態宣言が出された後

にも問題となっています。 

 

◆最近の調査研究から 

収入の減少や様々な他者と

の接触機会の減少などから、

うつ状態や自殺念慮に関する

リスクが高まることが知られ

ています。 

最近の独立行政法人経済産

業研究所の調査研究では、世

帯収入や預貯金額の少ない

人々、世帯収入が１年前より

も減少した人々、過去１か月

間に仕事以外で電話などの音

声によって頻繁に連絡をとっ

た人々、新型コロナウイルス

に感染したと診断された

「36協定届」が新しく

なります 
 

◆改正の内容 

 2021年４月１日より、36協

定届の様式が新しくなりま

す。 

改正内容は、大きく２点あ

ります。 

① 36協定届における押印・

署名の廃止 

② 36 協定の協定当事者に

関するチェックボックスの

新設 

 

◆36協定届における押印・署

名の廃止 

 労働基準法施行規則等の

改正により、使用者の押印お

よび署名が不要になりまし

た（記名は必要）。 

＊36 協定と 36 協定届を兼ね

る場合の留意事項 

 労使で合意したうえで労

使双方の合意がなされたこ

とが明らかとなるような方

法（記名押印または署名な

ど）により 36 協定を締結す

ること 

 

◆36 協定の協定当事者に関

するチェックボックスの新

設 
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